
③仕様書改定案（帳票要件 等）に関するご意見

修正前 修正後 詳細

帳票レイアウト 外部帳票全般
外部発送帳票の宛名欄に”四角枠”が印字されているものがあ

る

場合によっては、カスタマーバーコードの邪魔になる場合も

あるため、印字不要
プラスに作用することはないと考えられるため不要 不要 質問

いただいた意見を踏まえ、レイアウト上の枠線の要否についてご回答ください。

なお、他税目においては枠線は設けておりません。

①枠線の要否をご回答ください。※削除枠線が不要の場合は賛成にてご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。また、本項目を追加することにより、自治体に有益性が見込まれない場合は本

項目にその旨ご記載ください。

③【ベンダーのみ回答】

本要件が成案となった場合、いつ頃であれば実装可能かご回答下さい。

④本項目が成案した場合、適合基準日以降で帳票レイアウトに新たな項目が追加されることとなります。レイアウトが刷新さ

れることによる混乱等、懸念点があればご記載下さい。

※本税目における各帳票一律同様の対応とさせていただいております。

帳票印字項目・諸元表 120091

更正（賦課）決

定通知書（土

地・家屋・償却

資産）

75 各期収納済額 各期の収納済額 各期の収納済額及びいつ時点の収納額かを明示できること

納付から収納額の消込までに時間を要するため，更正（賦

課）決定通知書のデータ作成時点において実際の納付額が台

帳上に反映されていないことがある。そのため，いつ時点の

収納額データが反映されているかを明示することで過誤納や

納税者に対する疑義を防ぐ。

帳票中にいつ時点の収納データを使

用しているかを印字する。
質問

いただいた意見を踏まえ、以下の項目が「更正（賦課）決定通知書」に必要な項目か、ご意見をいただけますでしょうか。

①賛否をご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。また、本項目を追加することにより、自治体に有益性が見込まれない場合は本

項目にその旨ご記載ください。

③【ベンダーのみ回答】

本要件が成案となった場合、適合基準日はいつ頃であれば開発可能かご回答下さい。

④本項目が成案した場合、適合基準日以降で帳票レイアウトに新たな項目が追加されることとなります。レイアウトが刷新さ

れることによる混乱等、懸念点があればご記載下さい。

※連携要件上、収納から連携される「収入年月日」を用いる想定です。

※帳票ID：0120093も同様

帳票印字項目・諸元表 0120093

更正（賦課）決

定通知書（土

地・家屋）

16 教示文
桁数／行

41/2
適切な桁数へ修正する。

・行政不服審査法第82条１項

・行政事件訴訟法第46条１項

・地方税法第１場１項６号

上記各法により規定された内容を教示文として印字する必要

があるが、標準仕様書上定義された桁数では対応不可能と考

えるため。

ー 質問

外部帳票・内部帳票において印字される定型文（通知内容や教示文等）については、地方団体において条例等で定める

内容も多いため、本仕様書において詳細の定義は行わない整理とされている一方、諸元表上文字数を規定していることか

ら、必要な通知内容が印字できる文字数を規定する必要があると認識しております。現状納税通知書の教示文が288文

字、更正決定通知書の文字数が82文字とされていますが、288文字程度されば充足するでしょうか。各団体の実態を踏ま

え、ご意見を頂ければと考えております。

帳票要件 0120116

償却申告案内

（はがき）※賦

課期日前の申告

案内

用紙：専用紙（圧着はがき）

用紙サイズ：はがき（２面）

備考：＿

用紙：専用紙

用紙サイズ：はがき両面（縦でも横でも）

備考：用紙は圧着はがきではなく、普通はがき。

これまで意見出しをして、事前に回答いただいた内容と異な

り、誤植と考えます。

すでに、事前に回答いただいた「はがき（両面）』で帳票仕

様を固めて開発を進めており、ベンダーが困ります。帳票

ID0120036と同様の用紙と用紙サイズの追加をお願いしてい

たところです（別紙１項目２　）。

はがき両面で申告の案内（しょうよ

う）を行う。
報告

指摘の通り誤植であるため、帳票要件を以下のとおりに修正します。

用紙：専用紙（圧着はがき）

用紙サイズ：はがき（２面）

備考：＿

帳票レイアウト

0120011,

0120012,

0120013,

0120021

償却資産申告書

（償却資産課税

台帳）

21

転出・廃業・解

散・その他の年

月日

項番21：転出・廃業・解散・その他の年月日　（令和　　年

月　　日）

項番21：転出・廃業・解散・その他の年月日　（令和　　年

月　　日）

印字要件諸元表には年月日として表現されているため、誤植

と考えます。

また、過剰な要件であり、改元対応するたびに規則様式改正

が必要になります。

ー 報告
指摘の通り誤植なため、レイアウトを以下のとおりに修正します。

項番21：転出・廃業・解散・その他の年月日　（令和　　年　　月　　日）

帳票レイアウト 120065

納税通知書（土

地・家屋）

（A4縦）

59 算出式
D＝A＋B＋C

及び以降の計算式リード文

『納税通知書（土地・家屋）（納付書サイズ）』の記載に合

わせる。

➡C＝A＋B　及び以降のリード文を修正

（土地・家屋・償却）のレイアウトと同じになっているが、

本帳票にはCの項目が無いため計算式に齟齬が生じている。
ー 報告

指摘の通り誤植なため、レイアウトを以下のとおりに修正します。

Ⓓ＝Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ

※Cは償却資産を表す

帳票要件 120116

償却申告案内

（はがき）※賦

課期日前の申告

案内

用紙（外部帳票）：専用紙（圧着はがき）

用紙サイズ（外部帳票）：はがき（3面）

用紙（外部帳票）：専用紙（圧着はがき）

用紙サイズ（外部帳票）：はがき（2面）

「用紙サイズ（外部帳票）：はがき（2面）」への変更、あり

がとございます。ただし、用紙（外部帳票）が専用紙（圧着

はがき）となっており、（圧着はがき）の箇所が記載削除漏

れかと思います。ご確認のうえ削除をお願いします。　はが

き２面という表現より、はがき（両面）で、専用紙という表

現かと思います。　※はがき２面の圧着というのが自治体で

はあまり一般的ではないと思います。（別紙１項目２）

「用紙サイズ（外部帳票）：はがき

（2面）」への変更、ありがとござ

います。ただし、用紙（外部帳票）

が専用紙（圧着はがき）となってお

り、（圧着はがき）の箇所が記載削

除漏れかと思います。ご確認のうえ

削除をお願いします。　はがき２面

という表現より、はがき（両面）

で、専用紙という表現かと思いま

す。　※はがき２面の圧着というの

が自治体ではあまり一般的ではない

と思います。

報告

指摘の通り誤植であるため、帳票要件を以下のとおりに修正します。

用紙：専用紙（圧着はがき）

用紙サイズ：はがき（２面）

備考：＿

帳票要件 120069 課税明細書

表示項目：評価額

区分所有家屋の専有部分ごとの評価相当額

内容：

表示項目：振替方法

内容：「全期」または「各期」

区分所有家屋における、1棟全体の評価額と、区分所有家屋の

専有部分ごとの評価相当額の印字位置について

次の記載が、固定資産税の帳票諸元表にあるが、次の問題

（３点）があると担当市では考えています。

1棟全体の評価額評価額　　　　　　　　 ・・・「評価額」

欄に印字する

区分所有家屋の専有部分ごとの評価相当額・・・「備考」欄

に印字する　※該当する場合

＜修正が必要な根拠・問題点＞

（１点目）『納税通知書』では、1棟全体の情報を備考欄に印

字するよう記載しているにもかかわらず

納税通知書の内訳資料である『課税明細書』では、備考欄に

は「1棟全体の情報」ではなく「区分所有家屋の専有部分ごと

の評価相当額」を印字(オプション)という記載があり、1棟全

体情報の印字について、帳票間で不整合な状態となってい

る。そのため課税根拠が曖昧なものとなる。

（２点目）標準仕様書3.0・4.0版案[009005_4_機能要件_012

固定資産税.xlsx]-[補足資料(8.1.10.)_税務署への通知_ファイ

ルレイアウト]など、外部機関への連携する評価額は、「区分

所有家屋の専有部分ごとの評価相当額」（※該当する場合）

になっている。　市民に通知する帳票（帳票諸元）と連携で

合っていない。

（３点目）担当市はこれまで、評価額には「区分所有家屋の

左記のとおり

　　　評価額項目・・・「区分所有家屋

である場合には、区分所有家屋の専有部

分ごとの評価相当額を印字」

　　　備考　　　・・・「区分所有家屋

である場合には、1棟全体の評価額を印

字」

質問

いただいた意見を踏まえ、改めて各帳票と帳票間の整合性を確認しました。

確認の結果疑義が生じている以下の点について、業務的観点、システム的な観点でご意見をいただきたいと考えております。

可能な範囲で各設問にご回答ください。

【課税明細書】

納税通知書では、1棟全体の課税標準額を備考欄に印字する仕様ですが、課税明細書（紙）の諸元表上、評価額には

「１棟全体の評価額」、備考欄には「専有部分の評価額」を印字する仕様としております。一方、課税明細書（電子）は

「専有部分の評価額のみ」を出力する仕様としており、平仄があっていない状況です。また「専有部分の床面積」も出力する

仕様にはなっておりません。

①課税明細書（紙）の評価額に「専有部分の評価額」、備考欄に「１棟全体の評価額」を印字すべきか、ご賛否等のご

意見を記載ください。この場合、適合基準日以降に仕様が変わるものと見込んでおり、それらに伴う混乱等の懸念も踏まえ、

賛否をご記載ください。

②課税明細書（紙）と同様、更正決定通知書、資産証明書、評価証明書、公課証明書も評価額には「１棟全体の評

価額」、備考欄には「専有部分の評価額」を印字する仕様としております。課税明細書と併せて修正すべきかご意見を記載

ください。

③課税明細書（電子）についても課税明細書（紙）と同様、「１棟全体の評価額」、「専有部分の床面積」を出力すべ

きか、ご賛否等のご意見を記載ください。この場合、適合基準日以降に仕様が変わるものと見込んでおり、それらに伴う混乱

等の懸念も踏まえ、賛否をご記載ください。

④【ベンダーのみ回答】

本改訂を実施した場合、実装はいつ以降で可能か、可能な範囲でご回答ください。

帳票要件 120064
納税通知書（土

地・家屋）

表示項目：振替方法

内容：「全期」または「各期」

表示項目：振替方法

内容：「全期」または「各期」

【振替方法】　は口座対象者しか印字しない項目であるが

口座対象者でない場合「＊＊（アスタリスク）で編集する」

記載がない　直してほしい

根拠）別の口座対象者しか印字しない項目「金融機関名/金融

機関の支店名/口座番号/預金種別/口座名義人」には、口座対

象者でない場合「＊＊（アスタリスク）で編集する」記載が

あるので、表記がゆれている

左記のとおり 報告

指摘の通り誤植なため、諸元表を以下のとおりに修正します。

項番48：振替方法

備考：口座振替対象者ではない場合は、「******」を印字できること。

※帳票ID：0120062、0120063、0120065、0120066、0120067も同様

帳票レイアウト

0120062,01200

63

0120062,01200

63

0120064,01200

65

0120064,01200

65

納税通知書 備考 １棟全体の課税標準額 １棟全体の課税標準額の合計
帳票印字項目・諸元表との記載の整合性を図る必要があるの

ではないか
報告

諸元表の記載に則り、レイアウトの記載例を以下の通りに修正します。

変更前：１棟全体の課税標準額

変更後：１棟全体の課税標準額の合計

帳票印字項目・諸元表

土地（補充）課

税台帳（閲覧

用）

7 物件番号 ８桁 12桁

土地家屋課税台帳、名寄帳、課税明細書の物件番号につい

て、8桁とされているが、基本データリストにおいて当該項目

は12桁とされており不整合が生じている

報告

指摘の通り誤植なため、諸元表を以下のとおりに修正します。

修正前：８桁

修正後：12桁

※帳票ID：0120001、0120007、0120057、0120058、0120068、0120069、0120092、0120093、

0120098、01200101、01200103、01200104、01200109、01200110も同様

帳票レイアウト 120057

名寄帳兼（補

充）課税台帳

（土地・家屋・

償却資産）

18
登記地目又は種

類・用途
実装必須項目 標準オプション項目 登記事項は市町村で証明すべき項目ではないため 現行の帳票での運用 質問

現在、多くの帳票にて登記情報を印字する仕様としておりますが、登記事項は市町村で証明するものではなく、登記所から

証明するものであるとの意見をいただきました。過去の検討経緯を踏まえると、標準仕様書としては登記情報も納税義務者

に通知する仕様を想定しておりますが、ご意見がございましたらご記載ください。

①意見に対する賛否をご回答ください。

②その理由を記載ください。

帳票レイアウト 120062

納税通知書（土

地・家屋・償却

資産）

48
１棟全体の課税

標準額の合計
１棟全体の課税標準額 １棟全体の課税標準額の合計

帳票印字項目においては「１棟全体の課税標準額の合計」と

いう表現に変更されているため、帳票レイアウトにおける備

考欄部分の表記を「１棟全体の課税標準額の合計」に修正す

る必要がある。

なお、類似する他の帳票についても同様である。

納税通知書作成時に使用する 報告

諸元表の記載に則り、レイアウトの記載例を以下の通りに修正します。

変更前：１棟全体の課税標準額

変更後：１棟全体の課税標準額の合計

帳票印字項目・諸元表 120062

納税通知書（土

地・家屋・償却

資産）

主な出力要件に次のとおり追加する。

【標準オプション機能】

・固定資産税　共用土地課税標準額

・都市計画税　共用土地課税標準額

【政令指定都市要件の協議案＿管理番号119】

・区分所有家屋の敷地について、税額算出の基礎となる課税

標準額を表示するため。

・納税者等の信頼確保及びサービス維持のため。

・地方税法の規定に対応するため。

共用土地とその他の土地を１通の固

定資産課税明細書に記載し送付す

る。この際、共用土地（１棟全体）

の課税標準額と、その他の土地の課

税標準額の合計を分けて表示する。

質問

ご意見をいただいたとおり、納税通知書には共有土地の課税標準額は定義しておらず、固定資産税分及び都市計画税分

の税額のみ示しております。

①印字内容に過不足があるか、追加が必要な場合は賛成にてご回答ください。

②【ベンダーのみ回答】

記載のとおりに共有土地に係る課税標準額（固定資産税分・都市計画税分）を追加する場合、実装はいつ以降で可能

か、可能な範囲でご回答ください。

③その他ご懸念点やご意見があればご回答ください。

※追加する場合は更正決定通知等、他帳票においても同一の対応となる想定です。

120062 納税通知書 質問

いただいた意見を踏まえ、改め各帳票の整合性を確認しました。確認の結果疑義が生じている以下の点について、業務的観

点、システム的な観点でご意見をいただきたいと考えております。可能な範囲で各設問にご回答ください。

納税通知書

項番48に「固定資産税-家屋-１棟全体の課税標準額の合計」を定義しておりますが、「都市計画税-家屋-１棟全体の

課税標準額の合計」は不要でしょうか。

①「都市計画税-家屋-１棟全体の課税標準額の合計」を追加すべきか、ご賛否等のご意見を記載ください。この場合、適

合基準日以降に仕様が変わるものと見込んでおり、それらに伴う混乱等の懸念も踏まえ、賛否をご記載ください。

②【ベンダーのみ回答】

本改訂を実施した場合、実装はいつ以降で可能か、可能な範囲でご回答ください。

0120098 資産証明書 質問

いただいた意見を踏まえ、改めて各帳票の整合性を確認しました。

確認の結果疑義が生じている以下の点について、業務的観点、システム的な観点でご意見をいただきたいと考えております。

可能な範囲で各設問にご回答ください。

区分所有家屋の場合、資産証明書の諸元表上、評価額には「１棟全体の評価額」、備考欄には「専有部分ごとの評価

相当額」を印字する仕様としていることから、「専有部分と共用部分の持ち分相当の合計額」を備考欄に記載するものとして

いると認識しております。

①認識に相違がある場合はご回答ください。

②【ベンダーのみ回答】

相違がある場合、記載のとおりに修正するには実装はいつ以降で可能か、可能な範囲でご回答ください。

③その他ご懸念点やご意見があればご回答ください。

120062

納税通知書（土

地・家屋・償却

資産）　他多数

質問

いただいた意見を踏まえ、改めて各帳票の整合性を確認しました。

確認の結果疑義が生じている以下の点について、業務的観点、システム的な観点でご意見をいただきたいと考えております。

可能な範囲で各設問にご回答ください。

区分所有家屋の場合、課税標準額には納税通知書のレイアウトに記載のとおり、１棟全体の課税標準額を専有部分の床

面積の割合により按分した額を表示していることから、「専有部分と共用部分の持ち分相当の合計額」を記載するものとして

いると認識しております。

①認識に相違がある場合はご回答ください。

②【ベンダーのみ回答】

相違がある場合、記載のとおりに修正するには実装はいつ以降で可能か、可能な範囲でご回答ください。

③その他ご懸念点やご意見があればご回答ください。

なお、諸元表やレイアウト上の表記は以下への修正を検討しております。

区分所有家屋を所有している場合は、区分所有家屋の専有部分ごとの課税標準相当額に持ち分相当の共用部分の課

税標準相当額を加えた課税標準相当額を表示。

＜参考＞

4.0版案　納税通知書

「区分所有家屋を所有されている場合、家屋の課税標準額の欄（Ⓑ及びⓀ）には、区分所有家屋１棟全体の課税標準

額を専有部分の床面積の割合により按分した額を表示しています。」

120062

納税通知書（土

地・家屋・償却

資産）　他多数

報告

区分所有家屋における共有分の表記について、諸元表上「共有」と「共用」が混在している箇所が散見されます。

建物の区分所有については建物の区分所有等に関する法律に基づき、専有と共用の定義がされており、

前述の項目は「共用」が正しい表記となるため、該当箇所について一律修正します。

修正前：共有

修正後：共用

構成員向け区

分

（質問・報告）

質問内容
項目名称

仕様書改定案の対象

（選択肢から選択）
帳票ID 帳票名 項目番号 運用想定

要件



区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細

賛成

①賛成（枠線不要）

②（対象外）

【ベンダーのみ回答】

③適合基準日：令和８年度（2026年4/1～）

その他 バーコード等の印字に影響がなけれ

ば、枠線の要否はこだわりません。
賛成 賛成 賛成

賛成理由

・詳細の項目のとおりメリットが想定できない。

・他税目との統一が望ましい。

・枠線が黒色だった場合、不快感を与える可能性がある。

賛成 枠線は不要 賛成

【土地・家屋・償却資産】

①不要（賛成）

②－

③－

④－

賛成 賛成 ①不要 ①賛成 その他 照会内容について回答する立場にありませ

ん。
その他 異論はございません。 8 0 3 賛成多数につき、各帳票における送付先用枠線はレイアウト

上削除する方針とします。

反対

①反対

②当社は管理しているが、「収入年月日」は任意項目とされており、他社製システムでは管理されていない可能性がある。

　共通納税において月２回での連携となることから、納税者の支払と収入年月日にはタイムラグがあり納税者からの疑義を減らすことにつながるか疑

問。

　いつ時点で印刷した、という情報と変わらないのではないかと考える。

③【ベンダーのみ回答】適合基準日：令和８年度以降

④令和８年度期別更正処理（１期更正開始：2026年５月以降を想定）に対応できない。 賛成
ただし、記載することにより通知内

容がわかりづらくなるようであれば、

必須ではありません。

反対

〇月〇日時点の収納データを使用しています。と明記したとしても、タイミングによって

は、納税者は納付済み、台帳上は納付データ未反映という状況が生じる可能性は大い

にある。そのため、時点を明記することによって、「自分はその時点ですでに納付しているの

になぜ帳票上では未納なのか」という問い合わせが逆に生じると思われる。

賛成 賛成 賛成 反対

【土地・家屋・償却資産】

①反対

②更正（賦課）決定通知書の発出にあたり、そもそも固定資産税部

門から収納状況に関する情報を印字する必然性がありません（現在

の標準仕様は、過剰な要件となっている認識です。）。納税者の無用

な混乱を避けるため、「帳票中にいつ時点の収納データを使用している

かを印字する」という、項目追加によって本件に対応するのではなく、

「各期収納済額」、「各期更正後納付額」及び「各期差引税額」の３

項目を帳票レイアウト及び諸元表から削除すべきであると考えます。

③ー

④ー

賛成 賛成 賛成 ①賛成

　納付方法（口座振替、銀行窓口、郵便局窓口、コンビニ、クレジット）により、領収から収

納データ到着までの日数の差異が大きい事から、

 ・ 帳票に記載する日付は帳票作成より何日か前の日付をパラメータ等で指定

 ・ 帳票に記載する日付より後に領収された納付額は納付データがあっても通知書に記載し

ない

機能が必要と考えます。また、コンビニ・クレジット収納データについて収納額の表示を確報デー

タ受信・公金化後とするとタイムラグが大きくなり帳票に記載する日付と帳票作成日の間隔を

大きく取る必要が生じ、住民サービスの低下を招くため、速報データ到着・確報データ未着

（仮消込）状態※の納付額の表示を検討願います。

 ※ クレジット納付では速報データの取り消しはなく、コンビニ収納でも取り消しデータまれで、

あっても速報と同日となるため、速報データの段階の納付額の記載については、リスクよりもメ

リットが大きいと考えます。

その他 照会内容について回答する立場にありませ

ん。
その他 異論はございません。 7 3 2

収入年月日を印字した場合においても、想定される納税者

の納付時点とのずれを完全に解消できる施策ではなく、新た

な混乱を生じるとの懸念もあることから、本帳票要件は要件

化しない方針とします。

不足（任意で設定できるが、現時点で約600文字を使用している）

当市は審査申し出及び審査請求

等に係る文言については、現行約

630文字で記載しております。

少ない文字数（288文字以内）

で各法に規定された内容が表現、

定型文がありましたら、288文字で

かまいません。

納税通知書に関しては文字数が不足するため、裏面に記載する等で対応することを検

討している。文字数が増えるのはありがたい。
賛成

標準化後の教示文の内容は未確定ですが、参考までに現在は納税通知書：

700字程度、更正決定通知書：350字程度で教示文を記載しています。

現時点では、限られた通知書のスペースに教示文全文を記載することは現実的で

はないため、全文を記載した裏面等への案内の記載に留めることを想定していま

す。

現行の更正決定通知書の教示文は520文

字程度のため、同程度必要と思われる。

288文字程度では不足する。

―

【土地・家屋・償却資産】

納税通知書と同様に288文字の枠があれば、一般的に不足すること

はないと思料しますが、事務局様でご想定の教示文の程度感が不明

のため、回答いたしかねます。定型文（通知内容や教示文等）につい

ての整理は左記にご記載のとおりですが、「詳細」の定義は不要として

も、ある程度の方向性や文章のレベル感を定義しておく必要があると考

えます。

反対
288文字程度では充足しない。

500字程度は使用しているので、最低でもそれ以上

の文字数が必要。

賛成 充足する 要望

本市では、納税通知書、更正通知書共通で、

 ・ 通知内容の説明（課税の根拠、延滞金等）

　　　32桁×15行

 ・ 教示文（不服があった場合の申し出方法等）

　　　32桁×27行

を帳票にプレ印刷しております。

　この文言を標準システムから印字する場合は1344字が必要となる計算になりますが、対応

可能でしょうか。

その他 照会内容について回答する立場にありませ

ん。
その他

市町村の税実務に関する事項のため、制

度所管省庁において適切にご判断いただけ

れば、当庁から意見はありません

2 1 2

教示文を印字するためには文字数が不足している点は理解

したものの、標準仕様書本編に記載のとおり教示文の印字

文字数は自治体の特性により異なる点、文字数相当分の

印字領域確保が難しい点を踏まえると、以下の考え方を

FAQに掲載し、各自治体の判断のもと、印字文字数が不足

する場合に対応いただく方針とします。

FAQ　No44より

「教示文の文字数が不足している場合について、標準仕様

書では印字領域に収まる一般的な文字数・文字の大きさを

想定していますが、現行の教示文の文字数が超過する場合

は文字数を見直す、教示文をプレプリントで印字するなどの

対応をいただくことを想定しています。

印字項目がない帳票に教示文を記載したい場合は、プレプリ

ントで印字するなどの対応をいただくことを想定しています。」

0 0 0 記載のとおりに修正します。

0 0 0 記載のとおりに修正します。

0 0 0 記載のとおりに修正します。

0 0 0 記載のとおりに修正します。

賛成

①課税明細書（紙）／

　　評価額：「１棟全体の評価額」、備考欄：「専有部分の評価額」（第3.0）

　→評価額：「専有部分の評価額」、備考欄に「１棟全体の評価額」（第4.0案）

　賛成、なお、希望として、備考欄に「１棟全体の評価額」は。印字(オプション)としていただきたい。

（要望する理由）

　・突然変わると、所有者が混乱し問合せに職員の業務負担と費用が増加するため。

　・現状「１棟全体の評価額」管理ユーザが少なく（専有部分のみ管理）、既存マンション分に対して、新たに１棟全体の評価額の

　　管理（新規登録）が必要となる。同時に、新築分のマンションについても対応が必要となり、職員の業務負担と費用が増加するため。

　・１棟全体の建物を登録後、基準年度（令和９年）評価替作業が新たに発生し、職員の業務負担と費用が増加するため。

②更正決定通知書、資産証明書、評価証明書、公課証明書／

　　　評価額：「１棟全体の評価額」、備考欄：「専有部分の評価額」（第3.0）

　 →評価額：「専有部分の評価額」、備考欄に「１棟全体の評価額」（第4.0案）

　賛成、なお、希望として、備考欄に「１棟全体の評価額」は。印字(オプション)としていただきたい。

（要望する理由）

　（上記①の理由と同じ）

③課税明細書（電子）→「１棟全体の評価額」、「専有部分の床面積」を出力追加（第4.0案）

　賛成、なお、希望として、「１棟全体の評価額」は出力(オプション)としていただきたい。

（要望する理由）

　（上記①の理由と同じ）

④【ベンダーのみ回答】

　令和８年度（2026年4/1～）

賛成

①賛成

②賛成

③課税明細書（電子）は当市で

は想定しておりません。

賛成

①納税通知書の仕様と合わせ、評価額に「専有部分の評価額」、備考欄に「１棟全

体の評価額」を印字すべきと考えます。

②各種証明書も同様に修正すべきと考えます。

③（紙）と同様に修正すべきと考えます。

賛成

①　賛成。適合基準日以降に仕様がかわって

もいたしかたありません。

②　賛成。課税明細書と併せて修正すべきで

す。

③　賛成。出力すべき。適合基準日以降に仕

様が変わってもいたしかたありません。

賛成

①当市でも現在、課税明細書には専有部分の評価額を印字しており、これが変

わると市民に不要な混乱を招くことを懸念します。

②③併せて修正すべきと考えます。帳票や媒体によって差異が生じることにより市

民に不要な混乱を招くことを懸念します。

賛成
①賛成

②修正してもらいたい

③賛成

反対

【土地・家屋】

　各帳票で記載される内容が異なっている方が混乱が生じるため、修

正する場合は適合基準日に関わらず遡及して適用すべきと考えます。

その上、以下回答します。

①修正の必要はございません。

②修正の必要はございません。

③課税明細書（電子）も紙と同様の出力項目とすべきと考えます

が、機能要件上のファイルレイアウトを見る限り、「評価額」「区分所有

家屋の専有部分ごとの評価相当額」「区分所有家屋の専有部分ごと

の評価相当額（補正後）」が分かれている等、紙、電子で同様の項

目である認識です。床面積についても同様です。

④－

賛成

①賛成

②賛成

③賛成

①②本市では現行「１棟全体の評価額」を納税通

知書や証明書等に印字していないため、適合基準

日以降の仕様では市民からの問い合わせが予想され

る。

③課税明細書において、電子上と紙上で記載内容

が違うのは市民の混乱を招く恐れがあるため同一とし

てもらいたい。

意見なし

当市では、区分所有家屋について評価

額を一部屋単位で管理している(一棟の

評価額を按分するのではなく、各部屋そ

れぞれ再建築価格から評価額を算出し

ている)ため、一棟の評価額・課税標準

額を保持しておりません。(e-SUITEナビ

No.185)

賛成

当市では、床面積＝専有部分の面積、評価額

＝専有部分の評価額＋共用部分の評価額を専

有部分の面積で案分した評価額、で基本的に登

録しています。

よって①、②とも評価額欄に「専有部分の評価

額」を印字するよう修正した方が当市にとってはよ

いです。ただし修正していただくことで不都合が生

じるようであれば、そのままでも構いません。

③も専有部分の床面積で登録しているため特に

不要です。

賛成

①賛成

②修正すべき

③賛成

表記は統一した方がわかり易いと考えます。

 ※ 他のWT参加団体より本件の質問内容について、現状でも

　　紙と電子で仕様の相違がない趣旨の情報提供がありました

　　当方としては質問内容の記載が正である前提で上記の

　　回答を記載しています。

その他 照会内容について回答する立場にありませ

ん。
その他 異論はございません。 9 1 2

構成員から受領した回答を踏まえ、以下の方針とします。

①評価額「１棟全体の評価額」、備考欄「専有部分の評価

額」（3.0版）

評価額「専有部分の評価額」、備考欄「１棟全体の評価

額」（4.0案）

に修正

②課税明細書と同様、他帳票においても同様に修正

③東京都から受領した指摘事項のとおり、現在のファイルレイ

アウトにて充足するため、修正は不要

④適合基準日は令和10年１月１日

ただし、備考欄に以下の記載を追記

「令和10年度課税分の帳票において本改訂が反映されてい

れば、令和9年度課税の帳票において対応する必要はな

い。」

0 0 0 記載のとおりに修正します。

0 0 0 記載のとおりに修正します。

0 0 0 記載のとおりに修正します。

賛成

①賛成（標準オプション項目）

②登記事項は市町村で証明すべき項目ではないため

反対 ②登記情報は納税義務者に通知

する仕様でよいと思います。
反対 ①②登記事項は課税の根拠でもあるため、記載すること自体に異論はない。ただし、登

記事項を詳細に載せることで、問い合わせが増える可能性はある。
反対

登記地目又は種類・用途を証明に記載する

ほうが、証明書提出先でもわかりやすい・利用

しやすいと考えます。

賛成

②課税側で管理している登記地目がたまに誤っていることがあり、所有者（実際

上は相続手続き絡みでの司法書士や税理士）から強く指摘を受けることがある。

また、現行の不動産登記法では存在しない地目で現に登記されているものもあり、

対応しきれないこともある。いずれも課税には影響しないので対応に苦慮することが

ある。また、登記地目と現況地目の違いや違っていい根拠などを頻繁に問い合わ

せを受ける。登記地目を表示しなくてよいのであれば事務効率は上がる。ただし、

所有者がこれらの名寄帳を証拠書類として登記所や税務署に提出する際に、そ

れら官庁が適切に取り扱えるよう国において周知されたい。

賛成 反対

【土地・家屋】

①登記情報も出力することでよいため反対

②－

賛成
現行の名寄帳には参考として登記情報を記載して

いるため、市民サービス向上も兼ねて記載のままにし

たい。

反対

登記情報と課税情報を見比べられるとい

うメリットがあり、その見比べによって、証明

書取得の際に要望されることがあります。

また、納税通知書等には記載される情

報なのだから、正確性も担保しなければ

いけないため現在のままの仕様で良いと考

えます。

反対

①印字賛成

②登記事項も課税をする上での参考材料であ

り、現行システムでも名寄帳にて記載しているた

め。

反対
①登記情報を記載すべき

課税の根拠として記載すべき（市民税通知書に税務署に申告した所得を記載するのと同

様）

その他 照会内容について回答する立場にありませ

ん。
その他 異論はございません。 4 7 2

いただいた意見として、「課税の根拠であること」、「標準化の

観点では印字項目だけでなくデータ管理含め標準オプションに

緩和すべき」等の意見や反対が多数であることを踏まえ、本

印字項目は引き続き実施必須項目として各帳票に印字す

る仕様とします。

0 0 0 記載のとおりに修正します。

反対

①反対（過不足なし）

②令和８年度以降

③懸念事項

　・突然変わると、所有者が混乱し問合せに職員の業務負担と費用が増加する。

　・現状「１棟全体の評価額」管理ユーザが少なく（専有部分のみ管理）、既存マンション分に対して、新たに１棟全体の評価額の

　　管理（新規登録）が必要となる。同時に、新築分のマンションについても対応が必要となり、職員の業務負担と費用が増加する。

　・１棟全体の建物を登録後、基準年度（令和９年）評価替作業が新たに発生し、職員の業務負担と費用が増加する。

①賛成 反対

①ここでいう共用土地課税標準額は全体分なのか、按分後のものなのかが読み取れな

かった。

共用土地については、税法上、税額按分として規定されている。按分後を表示する場

合、システムによっては、按分後の課税標準額の情報自体を持っていない可能性もある

かもしれないため、共用土地税額の計算方法について、明確に定義する必要があるので

はないか。

　また、複数のマンションを所有している場合、表示が複雑にならないか懸念がある。

反対 過不足ありません 賛成

①の質問の趣旨が判然としませんが、ベンダが対応可能であれば反対意見はあり

ません。

③本機能の前提として、どう解釈運用すればよいか整理できていないため、ご教示

いただきたい。共用土地（１棟全体）の課税標準額とは何かに関わる箇所で

す。

　区分所有家屋の特定の専有部分が物的非課税にあたる場合、共用土地の課

税はいかにすべきでしょうか。以前に問い合わせをした際には、当該非課税専有部

分の所有者の家屋課税は非課税にすべきと回答いただき、土地についてはやや曖

昧に当該専有部分所有者については課税すべきでないと回答いただきました。

賛成 反対

【土地・家屋】

①共用土地税額を出力する場合は、共用土地課税標準額を出すべ

きと考えますが、課税明細書を確認すれば課税標準額、税額の内訳

は確認できることから、そもそも、納税通知書に共用土地税額を載せ

ることは不要と考えます。

②ー

③ー

賛成 反対 現行のままで良い 賛成
①必須ではないが共用土地の課税標準額も記

載できるならした方がよい（現行システムでも共用

土地全体の課税標準額を記載している）

賛成

賛成(印字内容の追加が必要)

　更正（価格）決定通知書に記載されている共用土地の

持分割合に係る相当課税標準額の記載が納税通知書にも

必要と考えています。

その他 照会内容について回答する立場にありませ

ん。
その他 異論はございません。 5 5 2

「共用土地については、税法上、税額按分として規定されて

いる」との意見もいただきましたが、納税者の利便性の観点か

ら税額の根拠となる課税標準額を記載するべきとの観点か

ら、標準オプションにて要件化します。

反対

①納税通知書／

　　「固定資産税-家屋-１棟全体の課税標準額の合計」のみ（第3.0）

　→「都市計画税-家屋-１棟全体の課税標準額の合計」を追加（第4.0案）

　反対、なお、希望として、　「固定資産税-家屋-１棟全体の課税標準額の合計」は。印字(オプション)としていただきたい。

（要望する理由）

　・突然変わると、所有者が混乱し問合せに職員の業務負担と費用が増加するため。

　・現状「１棟全体の評価額」管理ユーザが少なく（専有部分のみ管理）、既存マンション分に対して、新たに１棟全体の評価額の

　　管理（新規登録）が必要となる。同時に、新築分のマンションについても対応が必要となり、職員の業務負担と費用が増加するため。

　・１棟全体の建物を登録後、基準年度（令和９年）評価替作業が新たに発生し、職員の業務負担と費用が増加するため。

②【ベンダーのみ回答】

　令和８年度以降

反対

①現状は1棟全体の都市計画税の

課税標準額は記載していないため、

基準日以降、仕様が変わったとして

も大きな影響はないと考えます。

反対 ①「都市計画税-家屋-１棟全体の課税標準額の合計」の記載がなくても特に影響は

ないと考えます。
反対 追加する必要ありません。 賛成 反対 ①無くてもいい 反対

【土地・家屋】

①固定資産税のみ表記している方が納税者の混乱を生むと考えま

す。１棟全体の課税標準額は納税額に直接かかわらないため、むしろ

削除するのはいかがでしょうか。

②－

賛成

①追加すべき。

今までなかった「1棟全体の課税標準額」が記載され

るため、都市計画税に対応する課税標準額も当然

表示するものだと考える。

その他

当市では、区分所有家屋について評価

額を一部屋単位で管理している(一棟の

評価額を按分するのではなく、各部屋そ

れぞれ再建築価格から評価額を算出し

ている)ため、一棟の評価額・課税標準

額を保持しておりません。(e-SUITEナビ

No.185)

賛成
①どちらでも構いません。ただし、見た目上揃える

所は揃えた方がよいと思うので、可能なら追加した

方がよいと思います。

反対

１棟全体の課税標準額は、納税者にとって、あまり意味のない金額であり、無用の問い合わ

せの原因となるので記載不要。

一方で、実際に課税される課税標準額（専有部分と共有部分を専有面積で按分したも

の）の記載は必要と考えます。

その他 照会内容について回答する立場にありませ

ん。
その他

市町村の税実務に関する事項のため、制

度所管省庁において適切にご判断いただけ

れば、当庁から意見はありません

3 7 3 本項目は課税に直接的に関係ない点を踏まえ、本印字項

目は要件化しない方針とします。

賛成

区分所有家屋の場合、資産証明書の諸元表上、

　評価額には「１棟全体の評価額」、備考欄には「専有部分ごとの評価相当額」を印字する仕様としていることから、

　→「専有部分と共用部分の持ち分相当の合計額」を備考欄に記載するものとしていると認識

①相違なし

通常、区分所有家屋における専有部分の床面積には共用部分(※)が含まれて登録されており、評価額においても共用部分が含まれている認識で

す。

(※)法定共用部分

②【ベンダーのみ回答】

令和８年度以降

③その他、懸念点・意見

【意見】

評価額：「１棟全体の評価額」、備考欄：「専有部分の評価額」（第3.0）

→評価額：「専有部分の評価額」、備考欄に「１棟全体の評価額」（第4.0案）と想定しています。

希望として、備考欄に「１棟全体の評価額」は、印字(オプション)としていただきたい。

（要望する理由）

・突然変わると、所有者が混乱し問合せに職員の業務負担と費用が増加するため。

・現状「１棟全体の評価額」管理ユーザが少なく（専有部分のみ管理）、既存マンション分に対して、新たに１棟全体の評価額の管理（新規登

録）が必要となる。同時に、新築分のマンションについても対応が必要となり、職員の業務負担と費用が増加するため。

・１棟全体の建物を登録後、基準年度（令和９年）評価替作業が新たに発生し、職員の業務負担と費用が増加するため。

【懸念点】

規約共用部分は分かれて登記されることがあり、規約共用部分を区分所有として管理しているケースがある。

この場合、専有部分と同じく専有部分の床面積に応じて物件を登録する、または敷地権同様、共有物件として登録する、など、市町村の管理方

法にバリエーションがある。仕様書は特定の管理方法を前提とした仕様になっており、市町村の実情に合っていないケースがあると考える。

区分所有家屋を共有として管理しているケースについても考慮いただきたい。

その他 資産証明書は発行していないため、

回答しません
賛成 ①認識に相違なし 賛成 相違ありません。 賛成 相違なし 賛成 ①相違なし 賛成

【土地・家屋】

①認識相違ございません。

②－

③ー

賛成
①同じ認識だが、上記で回答したように「1棟全体の

評価額」と「専有部分ごとの評価相当額」の記載位

置は入れ替えた状態で記載してもらいたい。

意見なし

当市では、区分所有家屋について評価

額を一部屋単位で管理している(一棟の

評価額を按分するのではなく、各部屋そ

れぞれ再建築価格から評価額を算出し

ている)ため、一棟の評価額・課税標準

額を保持しておりません。(e-SUITEナビ

No.185)

賛成

帳票ID：120069で記載したように、当市では

床面積＝専有部分の面積、評価額＝専有部分

の評価額＋共用部分の評価額を専有部分の面

積で案分した評価額、で基本的に登録していま

す。

賛成 ①問題なし その他 照会内容について回答する立場にありませ

ん。
その他

市町村の税実務に関する事項のため、制

度所管省庁において適切にご判断いただけ

れば、当庁から意見はありません

9 0 3 いただいた意見を踏まえ、諸元表及びレイアウトの修正は実

施しない方針とします。

賛成

区分所有家屋の場合、資産証明書の諸元表上、

　評価額には「１棟全体の評価額」、備考欄には「専有部分ごとの評価相当額」を印字する仕様としていることから、

　→「専有部分と共用部分の持ち分相当の合計額」を備考欄に記載するものとしていると認識

①相違なし

②【ベンダーのみ回答】

　令和８年度以降

③その他、懸念点・意見

　希望として、納税通知書に付随する課税明細書、および各種証明書の「１棟全体の評価額」は。印字(オプション)としていただきたい。

（要望する理由）

　・突然変わると、所有者が混乱し問合せに職員の業務負担と費用が増加するため。

　・現状「１棟全体の評価額」管理ユーザが少なく（専有部分のみ管理）、既存マンション分に対して、新たに１棟全体の評価額の

　　管理（新規登録）が必要となる。同時に、新築分のマンションについても対応が必要となり、職員の業務負担と費用が増加するため。

　・１棟全体の建物を登録後、基準年度（令和９年）評価替作業が新たに発生し、職員の業務負担と費用が増加するため。

賛成 相違ありません。 賛成 ①認識に相違なし 賛成 相違ありません。 賛成 相違なし 賛成 ①相違なし 賛成

【土地・家屋】

①認識相違ございません。

②－

③－

賛成 ①同じ認識 その他

当市では、区分所有家屋について評価

額を一部屋単位で管理している(一棟の

評価額を按分するのではなく、それぞれの

部屋について評価額を算出している)た

め、一棟の評価額・課税標準額を保持

しておりません。(e-SUITEナビ

No.185)

その他

帳票ID：120069で記載したように、当市では

床面積＝専有部分の面積、評価額＝専有部分

の評価額＋共用部分の評価額を専有部分の面

積で案分した評価額、で基本的に登録していま

す。

よって当市としては課税標準相当額の表示は不

要です。ただし、仕様上表示されてしまうようであ

れば参考値として扱います。

賛成 ①問題なし その他 照会内容について回答する立場にありませ

ん。
その他 異論はございません。 9 0 4 いただいた意見を踏まえ、諸元表及びレイアウトの表記を微

修正します。

0 0 0 記載のとおりに修正します。

団体A B市 C市 D市 E市 F市 G市 H市 I市 J市

事務局方針賛成

K市 団体L 団体M

反対 その他


